
22広報すおう大島 令和４年 ( 2022 年 ) ４月号

相談／休日在宅当番医（４月 21 日～５月 20 日）

育児相談
 ４月 28 日㈭　10：00 ～ 11：30

（しまとぴあスカイセンター）

 ５月 13 日㈮　10：00 ～ 11：30（日良居庁舎）

 ５月 17 日㈫　10：00 ～ 11：30
（久賀福祉センター）

問子育て世代包括支援センター Ohana ☎ 73-5511

認知症相談
５月 12 日㈭　  9：00 ～ 16：00（日良居庁舎）

問地域包括支援センター　☎ 73-5506

出張年金相談

毎月第３火曜日（久賀総合センター）
　10：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00　　　
※要予約（予約は相談希望日の前月１日から受付）
※ 持参の必要なものがあります。詳しくはお問い

合わせください。

問岩国年金事務所　☎ 0827（24）2222

特設人権相談所

 ５月 10 日㈫　9：30 ～ 12：00（大島庁舎）

問福祉課 民生福祉班　☎ 77-5505

常設人権相談所

毎週月～金曜日　8：30 ～ 17：15（休日を除く）

問山口地方法務局岩国支局　☎ 0827-43-1125

休日在宅当番医　9：00 ～ 17：00
 ４月 24 日㈰　川口医院　　　　　　☎ 78-0306

 ４月 29 日㈮　正木内科医院　　　　☎ 77-0021

 ５月     1 日㈰　橘医院　　　　　　　☎ 77-1000

 ５月     3 日㈫　おげんきクリニック　☎ 74-2490

 ５月     4 日㈬　川口医院　　　　　　☎ 78-0306

 ５月     5 日㈭　正木内科医院　　　　☎ 77-0021

 ５月     8 日㈰　野村医院　　　　　　☎ 76-0017

 ５月 15 日㈰　安本医院　　　　　　☎ 73-0822
※ 町立病院は、年間を通して休日夜間救急医療に当直

医が対応しています
大島病院　☎ 74-2580 ／東和病院　☎ 78-0310

ちょび塩の日ＰＲ活動　  
 ５月     8 日㈰　8：30 ～ 10：30（ﾏﾙｷｭｳ大島小松店）
問健康増進課 健康づくり班　☎ 73-5504

こころの相談会
５月     6 日㈮　10：00 ～ 12：00（久賀福祉センター）

問健康増進課 健康づくり班　☎ 73-5504（要予約）
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・
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催
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。
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よ
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０
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困
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。
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い
。
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知
で
す
か
？


